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期
高
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者

 

証
の
更
新
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
８
月
に
更
新
さ
れ
ま
す

　
75
歳
以
上
の
方
（
ま
た
は
65

歳
以
上
で
一
定
以
上
の
障
害
を

お
持
ち
の
方
）
に
交
付
し
て
い

ま
す
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
（
オ
レ
ン
ジ
色
）
は
、

有
効
期
限
が
７
月
31
日
ま
で
と

な
り
ま
す
。

　
８
月
１
日
か
ら
の
新
し
い
被

保
険
者
証
（
藤
色
）
は
、
７
月

下
旬
ま
で
に
簡
易
書
留
で
お
送

り
し
ま
す
。

　
ま
た
、
10
月
か
ら
の
窓
口
２

割
負
担
の
導
入
に
伴
い
、
す
べ

て
の
方
の
保
険
証
の
有
効
期
限

が
９
月
30
日
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　10
月
以
降
お
使
い
い
た
だ
く

保
険
証
は
、
９
月
下
旬
ま
で
に

簡
易
書
留
で
お
送
り
し
ま
す
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
き

ま
し
た
ら
、
記
載
内
容
を
ご
確

認
の
う
え
、
ご
不
明
な
点
は
、

問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
現
在
ご
利
用
の
被
保

険
者
証
は
、
８
月
１
日
か
ら
使

用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
有
効
期
限
が
切
れ
た
後
は
、

内
容
が
読
み
取
れ
な
い
よ
う
に

細
断
し
て
処
分
し
て
い
た
だ
く

か
、
住
民
課
総
合
窓
口
ま
た
は

古
里
出
張
所
ま
で
ご
返
還
く
だ

さ
い
。

判断基準 区分
自己負

担割合

同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が

１４５万円以上の方がいる場合

現役並み

所得者
３割

同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が

１４５万円未満の場合
一般所得者等 １割

〔負担割合〕　医療機関にかかる際の自己負担割合は、令和４年度（令和３

年中 )の住民税課税所得や収入に応じて、以下のとおりとなります。

〇令和４年１０月１日から

判断基準 区分
自己負

担割合

同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が

１４５万円以上の方がいる場合

現役並み

所得者
３割

以下の①②の両方に該当する場合

　①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が

　　２８万円以上１４５万円未満の方がいる

　②「年金収入」と「その他の合計所得金額」の

　　合計額が、被保険者１人の場合は２００万円

　　以上（２人以上の場合は３２０万円以上）

一定以上

所得のある方
２割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいず

れも２８万円未満の場合

または上記①に該当するが②には該当しない場合

一般所得者等 １割

※１０月からの自己負担割合は、８月下旬頃に判定しますので、それまで
は判定結果についてお問い合わせいただいてもお答えできません。

【
３
割
負
担
の
対
象
外
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
】

　

住

民

税

課

税

所

得

が

１
４
５
万
円
以
上
で
も
、
以
下

に
該
当
す
る
場
合
は
３
割
負
担

の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

①
昭
和
20
年
１
月
２
日
以
降
生

ま
れ
の
被
保
険
者
お
よ
び
同
じ

世
帯
の
被
保
険
者
の
、
賦
課
の

も
と
と
な
る
所
得
金
額
の
合
計

額
が
２
１
０
万
円
以
下
の
場
合

②
令
和
３
年
１
月
か
ら
12
月
ま

で
の
収
入
額
が
つ
ぎ
の
条
件
を

満
た
し
、
基
準
収
入
額
適
用
申

請
を
行
っ
て
認
定
さ
れ
た
場
合

〔
被
保
険
者
が
１
人
〕

収
入
額
が
３
８
３
万
円
未
満

（
３
８
３
万
円
以
上
で
も
、
同

じ
世
帯
に
他
の
医
療
保
険
制
度

に
加
入
す
る
70
～
74
歳
の
方
が

い
る
場
合
は
、
そ
の
方
と
の
収

入
合
計
額
が
５
２
０
万
円
以

上
）

〔
被
保
険
者
が
２
人
以
上
〕

被
保
険
者
全
員
の
収
入
合
計
額

が
５
２
０
万
円
未
満

　
こ
れ
ま
で
、
毎
年
必
ず
申
請

が
必
要
で
し
た
が
、
今
回
か
ら

対
象
の
方
が
条
件
を
満
た
す
こ

と
を
奥
多
摩
町
で
確
認
で
き
る

場
合
は
、
申
請
を
不
要
と
し
て

お
り
ま
す
。
お
送
り
す
る
保
険

証
の
自
己
負
担
割
合
が
軽
減
後

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ

さ
い
。
　

〔有効期限〕　新しい被保険者証の有効期限は、９月３０日までとなります。

〇令和４年９月３０日まで

限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
及
び

限
度
額
適
用
認
定
証
の

更
新
に
つ
い
て

　
過
去
に
交
付
さ
れ
た
こ
と
が

あ
り
、
８
月
以
降
対
象
と
な
る

《
次
ぺ
ー
ジ
へ
続
く
》
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料
に
つ
い
て

後

期

高

齢

者

医

療

保

険

料

を

 
 
 
 
 
 
 
 
 

７

月

中

旬

に

通

知

し

ま

す

　
令
和
４
年
度
に
お
け
る
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
が
決
定
し

ま
し
た
の
で
、
７
月
中
旬
に
通

知
し
ま
す
。

　
４
月
１
日
を
基
準
に
被
保
険

者
の
資
格
が
あ
る
方
（
４
月
１

日
以
降
、
75
歳
に
な
っ
た
方
や

転
入
な
ど
で
資
格
を
取
得
し
た

方
を
含
む
）
で
、普
通
徴
収
（
納

付
書
で
の
お
支
払
い
や
銀
行
口

座
か
ら
の
引
落
と
し
）
の
方

は
、
７
月
か
ら
納
付
が
始
ま
り

ま
す
。
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら

の
差
し
引
き
）
の
方
は
、
既
に

年
金
か
ら
の
差
し
引
き
で
保
険

料
を
納
付
い
た
だ
い
て
い
ま
す

が
、
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
、

10
月
以
降
の
保
険
料
額
が
決
定

し
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
率
は
、
法
令

に
基
づ
き
２
年
間
の
医
療
給
付

費
な
ど
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
令
和
４
年

度
の
保
険
料
率
や
負
担
軽
減
額

は
、
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
議
会
に
お
い
て
議
決

○保険料の計算方法について

令和４年度

後期高齢者医療保険料額 

（限度額：６６万円）

＝

均等割額 

被保険者1人あたり 

４６，４００円

＋

所得割額 

賦課のもととなる所得金額 

×所得割率　９．４９％

※賦課のもととなる所得金額＝前年の総所得金額等の合計－基礎控除額43万円

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
軽減

割合

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円以下 7割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１)× 10 万円＋ 28.5 万円×（被保険者数）以下 5割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円＋ 52 万円×（被保険者数）以下 2割

【所得割額の軽減】

被保険者本人の ｢賦課のもととなる所得金額 ｣をも

とに所得割額を軽減しています

賦課のもととなる所得金額 軽減割合

15 万円以下※ 50％

20 万円以下※ 25％

※については、東京都後期高齢者医療広域連合
独自の軽減措置です。

●会社の健康保険など（国保・国保組合は除く）

の被扶養者だった方の保険料の軽減

　後期高齢者医療制度の資格取得の前日まで会

社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の

被扶養者だった方の均等割額が、加入から２年

を経過する月まで５割軽減、所得割額はかかり

ません。

　なお、低所得による均等割額の軽減に該当す

る場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

さ
れ
ま
し
た
。

  

制
度
の
安
定
的
な
運
営
の
た

め
、
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

【均等割額の軽減】

　同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもと

に均等割額を軽減しています。

＊６５歳以上（令和４年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに１５万円（高

　齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。ただし、この１５万円（高齢者特別控除額）は所得

　割額の計算では適用されません。

＊世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

＊軽減判定は、当該年度の４月１日（年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時）における世帯

状況により行います。

　後期高齢者医療制度の保険料は、所得に応じて、軽減する制度があります。

　軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。

○保険料の軽減について
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。
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金
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の
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は
、
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に

年
金
か
ら
の
差
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引
き
で
保
険

料
を
納
付
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た
だ
い
て
い
ま
す

が
、
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
、

10
月
以
降
の
保
険
料
額
が
決
定

し
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
率
は
、
法
令

に
基
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年
間
の
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給
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費
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に
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こ
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に
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い
ま
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。
令
和
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年

度
の
保
険
料
率
や
負
担
軽
減
額

は
、
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
議
会
に
お
い
て
議
決

○保険料の計算方法について

令和４年度

後期高齢者医療保険料額 

（限度額：６６万円）

＝

均等割額 

被保険者1人あたり 

４６，４００円

＋

所得割額 

賦課のもととなる所得金額 

×所得割率　９．４９％

※賦課のもととなる所得金額＝前年の総所得金額等の合計－基礎控除額43万円

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
軽減

割合

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円以下 7割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１)× 10 万円＋ 28.5 万円×（被保険者数）以下 5割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円＋ 52 万円×（被保険者数）以下 2割

【所得割額の軽減】

被保険者本人の ｢賦課のもととなる所得金額 ｣をも

とに所得割額を軽減しています

賦課のもととなる所得金額 軽減割合

15 万円以下※ 50％

20 万円以下※ 25％

※については、東京都後期高齢者医療広域連合
独自の軽減措置です。

●会社の健康保険など（国保・国保組合は除く）

の被扶養者だった方の保険料の軽減

　後期高齢者医療制度の資格取得の前日まで会

社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の

被扶養者だった方の均等割額が、加入から２年

を経過する月まで５割軽減、所得割額はかかり

ません。

　なお、低所得による均等割額の軽減に該当す

る場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

さ
れ
ま
し
た
。

  

制
度
の
安
定
的
な
運
営
の
た

め
、
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

【均等割額の軽減】

　同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもと

に均等割額を軽減しています。

＊６５歳以上（令和４年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに１５万円（高

　齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。ただし、この１５万円（高齢者特別控除額）は所得

　割額の計算では適用されません。

＊世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

＊軽減判定は、当該年度の４月１日（年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時）における世帯

状況により行います。

　後期高齢者医療制度の保険料は、所得に応じて、軽減する制度があります。

　軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。

○保険料の軽減について
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